
三
八
七

鎌
倉
幕
府
の
裁
許
状
と
安
堵
状

675

は
じ
め
に

鎌
倉
幕
府
文
書
は
、
関
東
・
六
波
羅
・
博
多
発
給
文
書
に
大
別
で
き
、
そ
れ
ぞ
れ

は
下
文
様
文
書
と
書
札
様
文
書
か
ら
な
る
。
関
東
発
給
文
書
の
場
合
、
下
文
様
文
書

は
概
し
て
下
文
と
下
知
状
に
分
か
た
れ
、
そ
の
主
た
る
用
途
は
補
任
宛
行
・
安
堵
・

裁
許
で
あ
る
。
時
期
を
下
る
に
つ
れ
て
、
下
文
の
用
途
は
補
任
宛
行
・
安
堵
に
限
定

さ
れ
る
一
方
、
下
知
状
は
補
任
宛
行
・
安
堵
と
と
も
に
、
裁
許
に
も
用
い
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。

か
つ
て
近
藤
成
一
と
青
山
幹
哉
は
、
下
文
を
主
従
制
的
支
配
、
下
知
状
を
統
治
権

的
支
配
に
引
き
つ
け
て
理
解
す
る
佐
藤
進
一
の
視
角
を
う
け
、
文
書
様
式
の
変
化
を

丹
念
に
分
析
し
、
鎌
倉
殿
か
ら
執
権
・
得
宗
へ
と
権
力
が
移
行
す
る
様
相
を
詳
細
に

論
じ
た①
。
政
所
所
司
が
署
判
す
る
「
宛
先
を
も
つ
下
文
」
は
、
下
知
状
に
代
用
さ
れ

つ
つ
、
執
権
・
連
署
の
み
が
署
判
す
る
「
宛
先
の
な
い
下
文
」
へ
と
変
化
し
、
下
文

は
下
知
状
と
同
質
化
す
る
。
旧
来
、
関
東
発
給
の
下
文
様
文
書
に
つ
い
て
は
、
特
定

の
時
期
や
様
式
に
絞
っ
て
分
析
さ
れ
、
そ
の
時
期
も
鎌
倉
初
期
に
偏
し
て
い
た
の
が

実
状
で
あ
る
。
両
氏
の
分
析
は
、
幕
府
権
力
論
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
、
幕
府
文
書
論

の
水
準
を
格
段
に
押
し
あ
げ
る
成
果
で
あ
っ
た
。

と
は
い
え
、
関
東
発
給
の
下
文
様
文
書
が
、
最
終
的
に
、
い
か
な
る
体
系
を
も
つ

も
の
と
し
て
確
立
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
そ
の
後
、
議
論
は
進
ん
で
い
な
い
。
な
か

で
も
、
下
知
状
に
つ
い
て
は
、
下
文
の
略
式
や
代
用
、
あ
る
い
は
御
教
書
と
の
折
衷

な
ど
、
副
次
的
な
評
価
が
な
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
だ
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
む
し

ろ
下
知
状
は
、
関
東
が
発
給
し
た
下
文
様
文
書
の
、
も
っ
と
も
主
要
な
様
式
と
し
て

確
立
す
る
。
下
文
が
下
知
状
と
同
質
化
す
る
の
と
併
行
し
て
進
ん
だ
、
下
知
状
じ
た

い
の
確
立
過
程
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
ら
た
め
て
分
析
を
加
え
る
ゆ
え

ん
で
あ
る
。

筆
者
が
こ
れ
ま
で
に
知
り
え
た
関
東
発
給
文
書
は
、二
四
〇
〇
通
強
。《
表
1
》
に

は
、
二
代
将
軍
源
頼
家
の
失
脚
後
に
発
給
さ
れ
た
下
文
様
文
書
一
〇
〇
〇
通
あ
ま
り

に
つ
い
て
、
様
式
や
時
期
ご
と
に
検
出
数
を
示
し
た
。
鎌
倉
殿
の
在
任
期
を
御
判
下

文
と
政
所
下
文
の
発
給
時
期
に
分
け
、さ
ら
に
執
権
の
在
任
期
ご
と
に
分
け
て
あ
る
。

《
表
2
》
は
、《
表
1
》
に
示
し
た
各
様
式
の
検
出
数
を
、
用
途
ご
と
に
整
理
し
た
も

の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
関
東
発
給
の
下
知
状
は
、
関
東
下
知
状
と
し
て
一
括
し
て
把
握
さ
れ
て

き
た
。
と
こ
ろ
が
、
鎌
倉
期
を
つ
う
じ
て
分
析
し
て
み
る
と
、
下
知
状
は
、
当
初
、

五
つ
の
様
式
か
ら
な
り
、
時
期
を
下
る
に
つ
れ
、
二
つ
の
様
式
に
確
立
し
た
こ
と
が

判
明
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
下
知
状
の
主
た
る
用
途
で
あ
る
補
任
宛
行
・
安
堵
・
裁

許
に
着
目
し
、
そ
れ
ら
を
俯
瞰
し
な
お
す
こ
と
で
、
従
来
と
は
や
や
お
も
む
き
を
異

に
す
る
下
文
様
文
書
の
総
体
的
な
輪
郭
が
浮
き
彫
り
に
な
る
と
と
も
に
、
鎌
倉
幕
府

の
安
堵
と
裁
許
を
め
ぐ
る
新
た
な
論
点
が
浮
上
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

鎌
倉
幕
府
の
裁
許
状
と
安
堵
状

　
　

―
安
堵
と
裁
許
の
あ
い
だ

―

熊　

谷　

隆　

之
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《表１》関東発給の下文様文書の様式と検出数
将
軍

実
朝
御
判

実
朝
政
所

頼
経
御
判

頼
経
政
所

頼
嗣
御
判

頼
嗣
政
所

宗
尊
政
所

惟
康
政
所

久
明
政
所

守
邦
政
所

執
権

様式

時
政
期

義
時
Ⅰ
期

義
時
Ⅱ
期

義
時
Ⅲ
期

泰
時
Ⅰ
期

泰
時
Ⅱ
期

泰
時
Ⅲ
期

経
時
Ⅰ
期

経
時
Ⅱ
期

時
頼
Ⅰ
期

時
頼
Ⅱ
期

時
頼
Ⅲ
期

長
時
期

政
村
Ⅰ
期

政
村
Ⅱ
期

時
宗
Ⅰ
期

時
宗
Ⅱ
期

貞
時
Ⅰ
期

貞
時
Ⅱ
期

師
時
Ⅰ
期

師
時
Ⅱ
期

宗
宣
期

熙
時
期

基
時
期

高
時
期

貞
顕
期

守
時
期
計

将軍下文 4 22 24 25 6 3 21 3 18 18 4 24 12 4 1 1 2 1 193
Ⅰ型 9 5 1 1 14 1 1 1 1 1 1 36
Ⅱ型 2 20 1 3 6 1 1 1 1 1 37
Ⅲ型 1 1 2
Ⅳ型 2 72 5 11 1 1 4 6 8 10 15 25 43 14 4 2 1 9 2 10 245
Ⅴ型 10 1 1 6 39 3 2 9 1 14 12 4 9 45 26 68 22 8 2 11 5 59 35 392
外題 1 11 3 1 4 3 32 15 70
寄進状 1 3 1 2 1 6 1 1 3 1 2 6 2 30
計 23 10 26 93 8 47 85 13 8 32 4 33 34 14 8 19 92 65 117 51 17 3 19 9 109 2 64 1005

《表２》関東発給の下文様文書の用途と様式の検出数

補任充行

将軍下文 3 5 6 9 5 1 1 2 1 7 4 1 2 1 48
Ⅰ型 1 1 1 2 5
Ⅱ型 2 1 1 4
Ⅳ型 27 3 1 1 2 11 11 5 1 2 4 1 1 70
Ⅴ型 3 4 1 2 1 11

譲与安堵

将軍下文 4 14 15 6 3 11 2 15 14 3 17 8 4 1 117
Ⅰ型 1 1 2
Ⅱ型 1 1 2
Ⅳ型 11 1 1 2 3 6 10 8 12 23 8 1 86
Ⅴ型 3 1 5 9 18
外題 11 3 1 4 3 32 15 69

配分安堵
将軍下文 2 2
Ⅳ型 1 2 1 5 1 6 1 2 1 4 8 32
Ⅴ型 1 1

相博安堵
将軍下文 1 1 2
Ⅳ型 1 1
Ⅴ型 1 1

紛失安堵
将軍下文 1 1
Ⅱ型 1 1
Ⅳ型 1 1 1 1 1 5
Ⅴ型 1 1

寄進安堵 将軍下文 1 1 2
Ⅳ型 2 2

（安堵理由
不詳）

将軍下文 1 2 3 2 8
Ⅰ型 1 2 2 5
Ⅱ型 8 1 1 10
Ⅳ型 1 6 7
Ⅴ型 2 1 3

裁許
（様式確立
以前）

将軍下文 6 6
Ⅰ型 6 1 7 1 1 16
Ⅱ型 2 3 1 2 2 10
Ⅳ型 22 1 3 1 1 2 30
Ⅴ型 3 1 2 15 21
外題 1 1

裁許 Ⅴ型 1 7 2 2 8 12 9 3 4 33 26 58 19 8 2 9 4 42 27 276
（買得安堵） Ⅴ型 3 3 2 1 14 6 29
その他 3 7 11 1 6 18 3 3 5 1 1 2 9 1 10 3 1 2 10 3 100
計 23 10 26 93 8 47 85 13 8 32 4 33 34 14 8 19 92 65 117 51 17 3 19 9 109 2 64 1005
用途 様式

執
権

時
政
期

義
時
Ⅰ
期

義
時
Ⅱ
期

義
時
Ⅲ
期

泰
時
Ⅰ
期

泰
時
Ⅱ
期

泰
時
Ⅲ
期

経
時
Ⅰ
期

経
時
Ⅱ
期

時
頼
Ⅰ
期

時
頼
Ⅱ
期

時
頼
Ⅲ
期

長
時
期

政
村
Ⅰ
期

政
村
Ⅱ
期

時
宗
Ⅰ
期

時
宗
Ⅱ
期

貞
時
Ⅰ
期

貞
時
Ⅱ
期

師
時
Ⅰ
期

師
時
Ⅱ
期

宗
宣
期

熙
時
期

基
時
期

高
時
期

貞
顕
期

守
時
期
計

将
軍

実
朝
御
判

実
朝
政
所

頼
経
御
判

頼
経
政
所

頼
嗣
御
判

頼
嗣
政
所

宗
尊
政
所

惟
康
政
所

久
明
政
所

守
邦
政
所
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ま
ず
は
、
下
知
状
の
様
式
に
つ
い
て
分
析
す
る
。

一　

下
知
状
の
五
つ
の
様
式

既
往
の
研
究
が
、
下
文
様
文
書
の
う
ち
、
御
判
下
文
と
政
所
下
文
を
除
い
た
文
書

群
を
、
関
東
下
知
状
と
し
て
一
括
し
て
き
た
こ
と
は
、
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る②
。

だ
が
、
お
も
に
事
書
と
書
止
文
言
に
着
目
す
る
と
、
よ
り
細
か
く
五
つ
の
類
型
に
分

類
し
う
る
。

【
Ⅰ
型
】下　

何
某

　

…
…
…
…
…
…
事

右
、
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
依
二
鎌
倉
殿
仰
一
下
知
如
レ
件
。（
以
下
。）

　

年　

月　

日

　
　
　
　
　
　
（
署
判
）

こ
れ
ま
で
に
も
議
論
の
あ
る
下
文
と
下
知
状
の
中
間
型
で
あ
る
。
す
べ
て
冒
頭
を

「
下
」
と
し
、そ
の
下
に
宛
先
を
記
す
。
宛
先
を
欠
く
も
の
は
な
い
。
事
書
に
は
「
補

任
…
…
事
」「
可
早
…
…
事
」「
…
…
事
」
の
三
種
が
あ
る
。

時
政
期
に
は
、
書
止
を
「
依
二
鎌
倉
殿
仰
一
下
知
如
レ
件
。
以
下
」「
所
レ
仰
如
レ
件
。

以
下
」
と
す
る
も
の
が
混
在
し③
、
義
時
Ⅰ
期
に
は
、
例
外
な
く
前
者
の
形
式
を
と
る④
。

残
り
は
「
依
二
鎌
倉
殿
仰
一
下
知
如
レ
件
」
の
形
式
で
あ
る
。

時
政
期
に
は
、
時
政
が
単
署
し
た
も
の
と
、
時
政
で
は
な
い
他
の
近
臣
の
み
が
連

署
し
た
も
の
が
散
見
し⑤
、
義
時
Ⅰ
・
Ⅱ
期
に
は
、
義
時
以
外
の
他
の
近
臣
の
み
が
連

署
し
た
も
の
に
か
ぎ
ら
れ
る
。
泰
時
Ⅰ
期
以
降
は
、
執
権
（
・
連
署
）
の
署
判
で
あ
る⑥
。

補
任
宛
行
・
譲
与
安
堵
な
ど
に
も
用
い
ら
れ
る
が
、
大
部
分
は
裁
許
状
で
あ
る
。

こ
の
様
式
は
、
経
時
Ⅰ
期
を
最
後
に
、
ほ
ぼ
姿
を
消
す⑦
。

【
Ⅱ
型
】…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
依
二
（
鎌
倉
殿
）
仰
一
下
知
如
レ
件
。

　

年　

月　

日

　
　
　
　
　
　
（
署
判
）

こ
れ
ま
で
さ
ほ
ど
注
意
さ
れ
て
い
な
い
が
、
独
立
し
た
事
書
を
も
た
ず
、
事
実
書

か
ら
書
き
は
じ
め
る
様
式
が
存
在
す
る
。
書
止
に
は
「
依
二
鎌
倉
殿
仰
一
下
知
如
レ
件
」

「
依
レ
仰
下
知
如
レ
件
」
の
両
様
が
あ
る
。
義
時
Ⅲ
期
と
泰
時
Ⅰ
期
の
も
の
が
、す
べ
て

「
依
レ
仰
下
知
如
レ
件
」
の
形
式
を
と
る
の
を
除
け
ば
、両
様
の
使
い
分
け
は
明
瞭
で
は

な
い
。

補
任
宛
行
・
譲
与
安
堵
・
裁
許
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
。
ま
と
ま
っ
て
検
出
さ
れ
る

の
は
、
経
時
Ⅱ
期
ま
で
で⑧
、
そ
れ
以
後
は
ほ
ぼ
み
ら
れ
な
く
な
る
。
別
し
て
一
類
型

を
立
て
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

【
Ⅲ
型
】…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
依
二
（
鎌
倉
殿
）
仰
一
下
知
如
レ
件
。

　

年　

月　

日

　
　
　
　
　
　
（
署
判
）

　

何
某

事
実
書
か
ら
書
き
は
じ
め
、「
依
二
鎌
倉
殿
仰
一
下
知
如
レ
件
」「
依
レ
仰
下
知
如
レ
件
」

と
書
き
止
め
る
点
は
【
Ⅱ
型
】
と
同
様
な
が
ら
、
末
尾
に
充
所
を
も
つ
。
下
文
様
文

書
と
し
て
は
、
異
例
で
あ
る
。

時
政
期
と
泰
時
Ⅰ
期
の
計
二
通
の
み
が
検
出
さ
れ
る⑨
。
前
者
は「
出
雲
国
守
護
所
」

に
地
頭
代
の
狼
藉
停
止
を
、
後
者
は
「
土
佐
国
守
護
所
」
に
申
詞
記
等
の
進
上
を
通

達
す
る
。【
Ⅱ
型
】
と
同
じ
く
、
そ
の
後
は
姿
を
消
す
。

【
Ⅳ
型
】



三
九
〇

678

　

…
…
…
…
…
…
事

右
、
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
依
レ
仰
下
知
如
レ
件
。

　

年　

月　

日

　
　
　
　
　
　
（
署
判
）

独
立
し
た
事
書
を
も
ち
、
書
止
を
「
依
レ
仰
下
知
如
レ
件
」
と
す
る
様
式
で
あ
る
。

事
書
は
「
…
…
事
」「
甲
与
乙
相
論
…
…
事
」
な
ど
が
混
在
す
る
も
、時
宗
Ⅱ
期
の
半

ば
以
降
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
「
可
早
…
…
事
」
の
形
式
を
と
る⑩
。
裁
許
状
は
、
政
村
Ⅱ

期
に
姿
を
消
し⑪
、
大
部
分
は
補
任
宛
行
・
譲
与
安
堵
な
ど
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
様
式
は
、
鎌
倉
末
期
ま
で
使
用
さ
れ
続
け
る
。

【
Ⅴ
型
】

　

…
…
…
…
…
…
事

右
、
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
依
二
鎌
倉
殿
仰
一
下
知
如
レ
件
。

　

年　

月　

日

　
　
　
　
　
　
（
署
判
）

独
立
し
た
事
書
を
も
ち
、
書
止
を
「
依
二
鎌
倉
殿
仰
一
下
知
如
レ
件
」
と
む
す
ぶ
。

「
依
レ
仰
下
知
如
レ
件
」
の
書
止
を
有
す
る
【
Ⅳ
型
】
と
類
似
し
て
お
り
、既
往
の
研
究

で
は
峻
別
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
後
述
す
る
理
由
か
ら
、
別
個
に
扱
う
の
が
妥

当
で
あ
る
。

な
お
、
宗
尊
親
王
期
の
【
Ⅴ
型
】
の
書
止
は
、
な
ぜ
か
、
す
べ
て
「
依
二
将
軍
家

0

0

0

仰
一

下
知
如
レ
件
」
の
形
式
を
と
り⑫
、
守
邦
親
王
期
に
も
、
同
様
の
形
式
の
も
の
が
若
干
み

え
る
。
た
だ
し
、
煩
雑
に
な
る
の
で
、
以
下
の
論
述
で
は
「
依
二
鎌
倉
殿
仰
一
下
知
如

レ
件
」
で
代
表
さ
せ
る
こ
と
に
す
る
。

「
…
…
事
」「
可
早
…
…
事
」
な
ど
の
事
書
形
式
も
み
ら
れ
る
が
、
泰
時
Ⅲ
期
か
ら

「
甲
与
乙
相
論
…
…
事
」「
某
申
…
…
事
」
が
急
速
に
比
率
を
増
し
、
大
部
分
を
占
め

る
に
い
た
る
。
後
二
者
の
事
書
形
式
を
有
す
る
の
は
、
お
も
に
裁
許
状
で
あ
る
。
こ

の
様
式
も
、
鎌
倉
末
期
ま
で
用
い
ら
れ
続
け
る
。

二　

安
堵
状
と
裁
許
状

以
上
、
下
知
状
の
五
つ
の
様
式
を
確
認
し
た
。
冒
頭
を
「
下
」
と
す
る
【
Ⅰ
型
】

や
、
事
書
を
も
た
ぬ
【
Ⅱ
型
】、
事
書
を
も
た
ず
充
所
の
あ
る
【
Ⅲ
型
】
は
、
鎌
倉
期

の
半
ば
に
姿
を
消
す
。
そ
れ
以
後
は
、事
書
を
も
ち
「
依
レ
仰
下
知
如
レ
件
。」
と
書
き

止
め
る
【
Ⅳ
型
】
と
、
や
は
り
事
書
を
も
ち
「
依
二
鎌
倉
殿
仰
一
下
知
如
レ
件
」
と
む

す
ぶ
【
Ⅴ
型
】
が
、
関
東
下
知
状
の
二
大
様
式
と
し
て
確
立
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
両
様
は
、
ど
の
よ
う
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
の
か
。《
表
2
》
の
ご

と
く
、
恩
給
の
用
途
は
、
補
任
宛
行
と
安
堵
に
大
別
し
う
る
。
七
海
雅
人
が
体
系
的

に
論
じ
た
よ
う
に
、安
堵
に
は
、譲
与
安
堵
・
配
分
安
堵
・
紛
失
安
堵
・
寄
進
安
堵
・

買
得
安
堵
な
ど
、
各
種
の
方
式
が
存
在
し
た⑬
。

ま
ず
、
補
任
宛
行
に
つ
い
て
み
る
と
、
鎌
倉
末
期
ま
で
検
出
さ
れ
る
の
は
、
将
軍

下
文
と
、【
Ⅳ
型
】
の
下
知
状
で
あ
る
。
時
宗
Ⅱ
期
以
降
に
発
給
さ
れ
た
【
Ⅳ
型
】
の

補
任
宛
行
状
の
事
書
は
、
す
べ
て
「
可
早
…
…
事
」
の
形
式
を
と
る
。

つ
ぎ
に
、
譲
与
安
堵
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
時
宗
Ⅱ
期
ご
ろ
か
ら
、
将
軍
下
文
と
、

【
Ⅳ
型
】
の
下
知
状
に
限
定
さ
れ
、
師
時
Ⅰ
期
の
外
題
安
堵
法
の
成
立
に
よ
り
、
外
題

に
移
行
す
る⑭
。
政
村
Ⅰ
期
以
降
に
発
給
さ
れ
た
【
Ⅳ
型
】
の
譲
与
安
堵
状
の
事
書
も
、

す
べ
て
「
可
早
…
…
事
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
事
例
の
少
な
い
相
博
安
堵
と
寄
進
安

堵
は
判
然
と
せ
ぬ
も
、
配
分
安
堵
は
長
時
期
以
降
、
紛
失
安
堵
は
貞
時
Ⅰ
期
以
降
の

す
べ
て
の
【
Ⅳ
型
】
の
下
知
状
が
、「
可
早
…
…
事
」
の
事
書
形
式
を
も
つ
。

ゆ
え
に
、関
東
が
発
給
し
た
下
知
状
様
式
の
補
任
宛
行
状
と
安
堵
状
の
完
成
型
を
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
定
式
化
で
き
る⑮
。

【
補
任
宛
行
状
・
安
堵
状
】
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可
早
…
…
…
…
…
事

右
、
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
依
レ
仰
下
知
如
レ
件
。

　

年　

月　

日

　
　
　
　
　
　
（
署
判
）

そ
れ
で
は
、
他
方
の
【
Ⅴ
型
】
は
ど
う
か
。【
Ⅴ
型
】
の
八
割
は
、
裁
許
状
で
あ

る
。
前
述
の
ご
と
く
【
Ⅳ
型
】
の
裁
許
状
は
、
政
村
Ⅱ
期
に
姿
を
消
す
。
続
く
時
宗

Ⅰ
期
以
降
の
裁
許
状
は
、
す
べ
て
【
Ⅴ
型
】
の
様
式
を
有
し
、「
甲
与
乙
相
論
…
…

事
」
な
い
し
は
「
某
申
…
…
事
」
の
事
書
形
式
を
も
つ⑯
。

結
果
、
関
東
が
発
給
し
た
下
知
状
様
式
の
裁
許
状
の
完
成
型
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り

定
式
化
し
う
る⑰
。

【
裁
許
状
Ａ
型
】

　

甲
与
乙
相
論
…
…
事

右
、
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
依
二
鎌
倉
殿
仰
一
下
知
如
レ
件
。

　

年　

月　

日

　
　
　
　
　
　
（
署
判
）

【
裁
許
状
Ｂ
型
】

　

某
申
…
…
…
…
…
事

右
、
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
依
二
鎌
倉
殿
仰
一
下
知
如
レ
件
。

　

年　

月　

日

　
　
　
　
　
　
（
署
判
）

か
く
て
関
東
発
給
の
下
文
様
文
書
は
、

　

ⓐ
将
軍
家
政
所
下
文
（
補
任
宛
行
状
・
安
堵
状
）

　
　

 「
将
軍
家
政
所
下
」
と
書
き
は
じ
め
、そ
の
下
に
宛
先
を
記
さ
ず
、「
可
早
…
…

事
」
の
事
書
形
式
を
も
ち
、「
所
レ
仰
如
レ
件
。
以
下
」
と
書
き
止
め
、
執
権

（
・
連
署
）
の
み
が
署
判
す
る
。

　

ⓑ
関
東
下
知
状
（
補
任
宛
行
状
・
安
堵
状
）

　
　

 「
可
早
…
…
事
」
の
事
書
形
式
を
も
ち
、「
依
レ
仰
下
知
如
レ
件
」
と
書
き
止
め
、

執
権
（
・
連
署
）
が
署
判
す
る
。

　

ⓒ
関
東
下
知
状
（
裁
許
状
）

　
　

 「
甲
与
乙
相
論
…
…
事
」
な
い
し
は
「
某
申
…
…
事
」
の
事
書
形
式
を
も
ち
、

「
依
二
鎌
倉
殿
仰
一
下
知
如
レ
件
」
と
書
き
止
め
、
執
権
（
・
連
署
）
が
署
判
す

る
。

以
上
の
三
様
式
で
確
立
す
る
。
そ
し
て
、「
任
二
此
状
一
可
レ
令
二
領
掌
一
之
由
、
依

レ
仰
下
知
如
レ
件
」
の
定
型
文
言
を
も
ち
、
執
権
（
・
連
署
）
が
署
判
す
る
譲
与
安
堵

の
外
題
は
、
ⓑ
の
略
式
な
の
で
あ
る
。

三　

買
得
安
堵
状

と
こ
ろ
で
、
関
東
裁
許
状
の
様
式
の
完
成
型
を
、
さ
ら
に
詳
し
く
記
せ
ば
、
以
下

の
と
お
り
に
な
る
。

　

① 

事
書
の
形
式
は
、
Ａ
「
甲
与
乙
相
論
…
…
事
」
型
、
Ｂ
「
某
申
…
…
事
」
型

の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。

　

② 

事
実
書
に
は
、
Ａ
型
の
場
合
に
は
訴
論
人
、
Ｂ
型
の
場
合
に
は
訴
人
の
主
張

を
記
し
た
う
え
で
、
幕
府
と
し
て
の
裁
許
内
容
を
記
す
。

　

③ 

事
実
書
の
書
止
文
言
は
、「
依
二
鎌
倉
殿
仰
一
下
知
如
レ
件
」
な
い
し
は
「
依
二

将
軍
家
仰
一
下
知
如
レ
件
」
で
あ
る
。

　

④ 
裁
許
を
決
定
し
た
評
定
の
年
月
日
を
書
下
年
号
で
付
す⑱
。

　

⑤ 

執
権
（
・
連
署
）
が
奥
下
に
署
判
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
と
ま
っ
た
く
同
一
の
様
式
を
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
瀬
野
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精
一
郎
編
『
増
訂　

鎌
倉
幕
府
裁
許
状
集　

上
（
第
二
版
）』（
以
下
『
裁
許
状
集
』）
に

掲
載
さ
れ
ぬ
関
東
下
知
状
の
一
群
が
存
在
す
る
。
買
得
安
堵
状
で
あ
る
。

買
得
安
堵
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
佐
々
木
銀
弥
と
七
海
雅
人
の
詳
細
な
分
析
が
あ

る⑲
。
し
か
し
、
下
文
様
文
書
の
な
か
で
の
買
得
安
堵
状
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
検
討

は
な
い
。
そ
こ
で
、
七
海
ら
が
用
い
た
諸
史
料
を
も
と
に
、
検
討
を
加
え
る
。

【
史
料
1
】
関
東
問
注
所
所
司
等
連
署
下
知
状⑳

　

佐
野
安
房
弥
太
郎
増
綱
申
、下
野
国
佐
野
庄
中
郷
内
沽
却
田
地
五
段
名
字
坪
付   　

載
二
于
沽
券
一
。
事

右
田
地
者
、
鳥
居
戸
五
郎
次
郎
法
師
法
名　
性
智
。

去　　（
一
三
一
六
）

正
和
□﹇

五
　
年
﹈□二

月
廿
一
日
、
限
二
五
箇

年
一
沽
却
之
間
、
買
得
之
処
、
背
二
沽
券
一
不
レ
及
二
壱
□
作
一
押
領
之
由
、
増
綱
依
二

訴
申
一
、
為
レ
糺
二
明
真
偽
一
、
文（

一
三
一
七
）

保
元
年
十
一
月
廿
八
日
・
去
年
四
月
二
日
両
度

雖
レ
下
二
召
符
一
、
無
音
之
間
、
同
月
廿
六
日
以
二
三
村
兵
衛
次
郎
親
氏
一
加
二
催
促
一

之
処
、
如
二
親
氏
同
年
八
月
十
六
日
起
請
文
一
者
、
任
下
被
二
仰
下
一
之
旨
上
、
度
々

相
二
触
于
鳥
居
戸
五
郎
次
郎
入
道
一
候
之
処
、
不
レ
及
二
請
文
一
云
々
。
者
、
性
智

難
レ
遁
二
違
背
之
咎
一
。
爰
当
郷
為
二
私
領
一
之
条
、
前
々
沙
汰
訖
。
然
則
、
於
二
彼

田
地
一
者
、任
二
放
券
一
、以
二
年
紀
五
箇
年
一
可
レ
令
二
増
綱
領
掌
一
。
次
性
智
押
領

咎
事
、
可
レ
被
レ
召
二
過
料
一
之
状
、
依
レ
仰
下
知
如
レ
件
。

　
　

元（
一
三
一
九
）

応
元
年
五
月
廿
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

掃
部
允
三
善
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

兵
庫
允
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
信
濃
守
三（

太
田
時
連
）

善
朝
臣
（
花
押
）

【
史
料
2
】
関
東
下
知
状㉑

　

□﹇
立
河
彦
﹈

□
□
四
郎
□﹇

重
清
﹈□

妻
藤
原
氏
申
、
武
□﹇

蔵
﹈国

土
淵
郷
在
家
壱
宇
事

右
、
土
淵
五
郎
貞
重
法
師
法
名　
定
喜
。

所
帯
也
。
文
保
□
年
五
月
廿
日
買
得
、
□﹇

同
﹈六

月

十
二
日
預
二
裁
許
一
訖
。
翌
□
年
、
定
喜
押
領
無
レ
謂
。
可
レ
蒙
二
成
敗
一
之
由
、

訴
二
□﹇

申
之
﹈□一

。
為
レ
決
二
真
偽
一
、
遣
二
召
符
一
之
処
、
如
二
小
河
小
太
郎
季
泰
執
進

定
喜
今
年
四
月
廿
七
日
請
文
一
者
、
乍
二
当
知
行
一
掠
申
之
条
、
奸
謀
云
々
。
恐
二

罪
科
一
遁
申
之
上
者
、
不
レ
及
レ
申
二
子
細
一
。
可
レ
成
二
給
御
下
知
一
之
旨
、
重
所
レ

捧
二
解
状
一
也
。
然
則
、
於
二
彼
在
家
一
者
、
藤
原
氏
領
掌
不
レ
可
レ
有
二
相
違
一
之

状
、
依
二
将
軍
家
仰
一
下
知
如
レ
件
。

　
　

嘉（
一
三
二
九
）

暦
四
年
八
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
模
守
平（

北
条
守
時
）

朝
臣
（
花
押
）

【
史
料
1
】
は
、関
東
の
問
注
所
が
発
給
し
た
雑
務
沙
汰
の
裁
許
状
と
し
て
は
唯
一

の
も
の
で㉒
、【
史
料
2
】
は
、
執
権
発
給
の
裁
許
状
で
あ
る
。
七
海
雅
人
は
、
問
注
所

が
【
史
料
1
】
を
発
給
し
た
理
由
を
、
雑
務
沙
汰
を
管
轄
し
た
点
に
求
め
る
一
方
、

執
権
が
【
史
料
2
】
を
発
給
し
た
の
は
、
こ
れ
以
前
に
「
預
二
裁
許
一
」
っ
て
い
た
た

め
と
理
解
し
、そ
の
「
裁
許
」
を
【
史
料
3
】
の
よ
う
な
買
得
安
堵
状
と
推
定
す
る
。

【
史
料
3
】
関
東
下
知
状㉓

　 
 

□﹇
立
河
﹈□

彦
四
郎
重
清
妻
藤
原
□﹇

氏
申
﹈□

、
武
蔵
国
土
淵
郷
内
田
九
段
・
在
家
弐
宇
名
字　
堺
載
二

　
証　文

一
。事

右
、
土
淵
五
郎
貞
重
、
今
年
十
月
廿
日
、
限
二
永
代
一
売
二
与
氏
女
一
之
由
、
依

レ
申
レ
之
、為
レ
尋
二
問
実
否
一
下
二
召
符
一
之
処
、如
二
貞
重
去
月
十
一
日
請
文
一
者
、

沽
却
之
条
、
無
二
異
儀
一
云
々
。
且
当
郷
私
領
之
旨
、
先
々
其
沙
汰
訖
。
然
則
、

於
二
件
田
・
在
家
一
者
、
任
二
貞
重
沽
券
一
、
以
二
氏
女
一
可
レ
令
二
領
掌
一
者
。
依
二

鎌
倉
殿
仰
一
下
知
如
レ
件
。

　
　

文（
一
三
一
八
）

保
二
年
十
二
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
模
守
平（

北
条
高
時
）

朝
臣
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

武
蔵
守
平（

北
条
貞
顕
）

朝
臣
（
花
押
）

と
こ
ろ
で
、『
裁
許
状
集
』
は
【
史
料
1
・
2
】
を
掲
載
す
る
の
に
対
し
、
買
得
安

堵
状
で
あ
る
【
史
料
3
】
を
載
せ
て
い
な
い
。
だ
が
、
買
得
安
堵
状
は
、【
史
料
3
】

の
よ
う
に
、
①
事
書
形
式
、
②
事
実
書
、
③
書
止
文
言
、
⑤
署
判
な
ど
の
点
で
、
裁

許
状
と
ま
っ
た
く
同
一
の
様
式
を
そ
な
え
る
。
そ
し
て
、
④
発
給
年
月
日
に
つ
い
て

も
同
様
で
あ
る
。《
表
2
》
の
買
得
安
堵
状
二
九
通
の
日
付
は
、つ
ぎ
の
よ
う
な
分
布
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を
示
す
。

　

二
日
（
一
通
）　　

七
日
（
三
通
）　　

一
〇
日
（
一
通
）　

一
二
日
（
一
通
）

一
三
日
（
二
通
）　

一
六
日
（
一
通
）　　

一
七
日
（
一
通
）　

一
九
日
（
二
通
）

二
一
日
（
二
通
）　

二
三
日
（
一
〇
通
）　

二
七
日
（
四
通
）　

二
八
日
（
一
通
）

鎌
倉
幕
府
の
裁
許
状
は
、
裁
許
を
決
し
た
評
定
の
日
付
で
発
給
さ
れ
る㉔
。
永
仁
二

年
（
一
二
九
四
）
以
降
の
関
東
に
お
け
る
引
付
評
定
の
式
日
は
、
二
日
、
七
日
、
一
二

日
、
二
三
日
、
二
七
日
の
五
箇
日
で
あ
る
。
前
記
し
た
買
得
安
堵
状
の
日
付
の
う
ち
、

こ
れ
ら
五
箇
日
の
比
率
は
二
九
通
中
の
一
九
通
、
六
割
五
分
強
に
お
よ
ぶ
。
永
仁
二

年
以
降
の
関
東
裁
許
状
の
場
合
、
五
箇
日
の
日
付
が
占
め
る
比
率
は
、
七
割
強
で
あ

る
。
買
得
安
堵
状
の
日
付
は
、
裁
許
状
と
同
様
、
引
付
評
定
の
式
日
と
密
接
な
相
関

を
も
つ
。

そ
し
て
、
買
得
安
堵
状
の
文
面
に
は
、
売
主
の
主
張
と
し
て
「
可
レ
給
二
御
下
知
一
」

な
る
定
型
文
言
が
散
見
す
る
。『
沙
汰
未
練
書
』
御
下
知
条
が
「
御
下
知
ト
ハ　

就
二
訴

論
人
相
論
事
一
、
蒙
二
御
成
敗
一
下
知
状
也
。
又
裁
許
ト
モ
云
也
」
と
記
す
よ
う
に㉕
、「
下

知
」
は
裁
許
を
さ
す
。
買
得
安
堵
状
を
「
裁
許
」
と
表
現
し
た
【
史
料
2
】
の
存
在

も
あ
る
。
買
得
安
堵
状
は
、
裁
許
状
の
範
疇
で
把
握
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
事
例
を
も
う
ひ
と
つ
。
実
は
、
な
ぜ
か
『
裁
許
状
集
』
に
一
通
の
み
、

買
得
安
堵
状
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
二
七
四
号
）。

【
史
料
4
】
関
東
下
知
状㉖

　

 

佐
野
弥
太
郎
増
綱
申
、
下
野
国
佐
野
庄
小
見　
　
　
　
　
　

家
壱
宇
・
上
佐

野
内
在
家
壱
宇
名
字
坪
付　

載
二
証
文
一
。
事

右
、
佐
野
孫
次
郎
顕
綱
、
以
二
当
庄
多
奈
和
見
郷
内
田
肆
町
・
在
家
壱
□﹇

宇
﹈一

、

正（
一
三
一
六
）

和
五
年
四
月
廿
四
日
、
永
代
令
二
沽
却
一
之
由
、
増
綱
依
レ
申
レ
之
、
被
二
尋
下
一

之
処
、
於
二
彼
田
在
家
一
者
、
同
佐
野
安
房
左
衛
門
七
郎
親
綱
未
来
領
主
也
。
為
二

顕
綱
一
期
領
主
之
身
一
、
争
可
レ
令
レ
沽
二
却
永
代
一
哉
。
仍
不
レ
可
レ
被
レ
許
二
容
顕

綱
放
券
一
之
由
、
親
綱
所
二
支
申
一
也
。
爰
如
二
顕
綱
放
券
状
一
者
、
有
二
彼
田
在
家

相
違
一
者
、
同
郷
内
以
二
顕
綱
知
行
分
別
田
畠
一
、
可
二
立
替
一
之
由
、
載
レ
之
訖
。

可
レ
被
二
糺
明
一
之
由
、
増
綱
依
レ
申
レ
之
、
重
被
レ
差
二
文
賢
奉
行
一
之
間
、
為
レ
問
二

実
否
一
、
去
年
四
月
十
八
日
以
来
度
々
雖
レ
下
二
奉
書
一
、
無
音
之
間
、
同
十
一
月

十
五
日
、
仰
二
三
村
兵
衛
次
郎
親
氏
一
、
加
二
催
促
一
之
処
、
如
二
親
氏
執
進
顕
綱

今
年
三
月
十
八
日
請
文
一
者
、
上
佐
野
田
奈
和
見
郷
内
田
在
家
於
令
二
沽
却
一
之

処
、
親
綱
支
申
之
間
、
其
替
仁
件
弐
ヶ
所
田
在
家
、
任
二
永
代
放
券
状
一
、
令

レ
打
二
渡
増
綱
一
訖
云
々
。
者
、
為
二
当
郷
私
領
一
先
々
成
敗
訖
。
然
則
、
於
二
彼
田

在
家
一
者
、
任
二
顕
綱
放
券
一
、
可
レ
令
二
増
綱
領
掌
一
也
者
。
依
二
鎌
倉
殿
仰
一
下

知
如
レ
件
。

　
　

文（
一
三
一
八
）

保
二
年
四
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
模
守
平（

北
条
高
時
）

朝
臣
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

武
蔵
守
平（

北
条
貞
顕
）

朝
臣
（
花
押
）

通
常
の
買
得
安
堵
状
よ
り
も
、
や
や
込
み
入
っ
た
内
容
で
あ
る
こ
と
が
、『
裁
許
状

集
』
に
収
録
さ
れ
た
理
由
か
と
思
う
。
だ
が
、【
史
料
3
】
に
な
ら
っ
て
傍
線
部
を

「
如
二
顕
綱
某
月
某
日
請
文
一
者
、
沽
却
之
条
、
無
二
異
儀
一
云
々
」
と
置
き
か
え
れ
ば
、

ご
く
ふ
つ
う
の
買
得
安
堵
状
に
な
る
。

裁
許
状
と
買
得
安
堵
状
は
、
見
誤
り
や
す
い
の
で
は
な
い
。
同
じ
様
式
で
、
同
一

の
手
続
き
を
経
て
発
給
さ
れ
た
、
同
じ
範
疇
で
把
握
す
べ
き
文
書
群
な
の
で
あ
る
。

か
く
て
買
得
安
堵
状
は
、
譲
与
安
堵
以
下
の
他
の
安
堵
状
と
は
別
の
様
式
、
す
な

わ
ち
「
某
申
…
…
事
」
型
の
事
書
を
も
ち
、「
依
二
鎌
倉
殿
仰
一
下
知
如
レ
件
」
と
書
き

止
め
る
裁
許
状
と
同
じ
様
式
で
発
給
さ
れ
た
。
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
は
、

安
堵
状
と
み
な
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
裁
許
状
そ
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に　

―
安
堵
と
裁
許
の
あ
い
だ

―

以
上
、
関
東
が
発
給
し
た
下
知
状
の
様
式
が
確
立
す
る
過
程
を
た
ど
る
な
か
で
、
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補
任
宛
行
状
・
安
堵
状
と
裁
許
状
の
様
式
の
完
成
型
に
た
ど
り
つ
き
、
そ
れ
を
も
と

に
、
買
得
安
堵
状
を
裁
許
状
と
み
な
す
べ
き
こ
と
を
提
起
し
た
。
こ
こ
か
ら
浮
上
す

る
の
は
、
安
堵
と
は
何
か
、
裁
許
と
は
何
か
、
と
い
う
古
く
か
ら
の
、
と
は
い
え
未

解
明
の
問
題
で
あ
る
。

【
史
料
5
】「
鎌
倉
幕
府
追
加
法
」
五
六
七
条㉗

一　

安
堵
御
下
文
事　
　

弘（
一
二
八
四
）

安
七　

十　

廿
九
評

　

 

右
、不
レ
可
レ
准
二
御
成
敗
一
。
訴
訟
出
来
之
時
者
、就
二
理
非
一
可
レ
被
二
裁
許
一
焉
。

安
堵
は
、
裁
許
で
く
つ
が
え
る
。
こ
の
法
理
じ
た
い
は
、
明
快
で
あ
る
。
だ
が
、

安
堵
と
は
何
か
、
と
い
う
問
題
に
な
る
と
、
そ
れ
こ
そ
牧
健
二
以
来
、
笠
松
宏
至
ら

の
議
論
を
経
て㉘
、
近
年
に
い
た
る
ま
で
、
な
お
茫
漠
と
し
た
状
況
に
あ
る
。

他
方
、
近
年
、
大
山
喬
平
編
『
中
世
裁
許
状
の
研
究
』
が
刊
行
さ
れ
る
な
ど
、
裁

許
と
は
何
か
、
と
い
う
問
題
も
、
よ
う
や
く
本
格
的
に
議
論
の
俎
上
に
の
ぼ
り
つ
つ

あ
る㉙
。
し
か
し
、
公
武
寺
社
権
門
の
多
様
な
裁
許
が
存
在
す
る
な
か
で
、
何
を
も
っ

て
裁
許
と
み
な
す
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
同
書
に
お
い
て
も
、

な
お
落
着
を
み
て
お
ら
ず
、
今
後
と
も
追
究
し
て
い
く
べ
き
段
階
に
あ
る
。

本
稿
で
取
り
あ
げ
た
鎌
倉
幕
府
の
安
堵
と
裁
許
に
つ
い
て
も
、何
を
も
っ
て
安
堵
、

あ
る
い
は
裁
許
と
み
な
す
べ
き
か
と
い
う
本
質
的
な
問
題
は
、
今
後
の
課
題
と
せ
ね

ば
な
ら
な
い
。
事
実
、
と
く
に
初
期
の
も
の
ほ
ど
、
安
堵
と
す
べ
き
か
、
裁
許
と
す

べ
き
か
、
苦
慮
す
る
も
の
は
多
い
。

と
は
い
え
、
関
東
発
給
の
安
堵
状
と
裁
許
状
に
は
、
様
式
の
う
え
で
の
完
成
型
が

存
在
す
る
。
あ
る
時
期
以
降
と
い
う
限
定
は
あ
れ
、
鎌
倉
幕
府
の
安
堵
と
裁
許
は
、

文
書
様
式
か
ら
画
一
的
に
分
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
が
、
安
堵
や
裁
許
が
確

立
す
る
ま
で
の
過
程
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
を
、
今
後
、
解
明
し
て
い
く
た
め
の
捨

石
と
な
れ
ば
、
幸
い
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
買
得
安
堵
の
あ
り
か
た
か
ら
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
安
堵

と
裁
許
を
め
ぐ
る
当
時
と
現
在
の
認
識
に
は
、
ど
う
や
ら
ず
れ

0

0

が
あ
る
ら
し
い
。

【
史
料
6
】『
沙
汰
未
練
書
』
雑
務
沙
汰
条

一 　

雑
務
沙
汰
ト
ハ　

利
銭　

出
挙　

替
銭　

替
米　

年
記　

諸
負
物　

諸
借

物　

放
券　

沽
却
田
畠　

奴
婢　

雑
人　

勾
引
以
下
事
也
。
以
二
是
等
相
論
一

名
二
雑
務
沙
汰
ト

一
。
関
東
御
分
国
雑
務
事
者
、
於
二
問
注
所
一
有
二
其
沙
汰
一
。

又
引
付
所
務
賦
事
、
於
二
問
注
所
一
在
レ
之
。
鎌
倉
中
雑
務
事
者
、
於
二
政
所
一

有
二
其
沙
汰
一
。
亦
将
軍
家
諸
色
御
公
事
支
配
事
等
、
於
二
問
注
所
二
在
レ
之
。

『
沙
汰
未
練
書
』
は
、
雑
務
沙
汰
に
「
沽
却
田
畠
」
を
あ
げ
、
問
注
所
の
管
轄
と
記

す
。
ゆ
え
に
、
通
説
は
、
私
領
売
買
一
般
を
雑
務
沙
汰
と
理
解
す
る
。
問
注
所
が
売

買
所
領
に
関
す
る
裁
許
状
た
る
【
史
料
1
】
を
発
給
し
た
理
由
を
、
雑
務
沙
汰
を
管

轄
し
た
点
に
求
め
る
理
解
も
、
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
。

と
は
い
え
、
同
じ
く
売
買
所
領
に
つ
い
て
裁
許
し
た
【
史
料
2
】
や
、
買
得
安
堵

状
と
さ
れ
て
き
た
【
史
料
3
】
は
、
執
権
・
連
署
の
発
給
で
あ
る
。
な
ぜ
、
問
注
所

の
発
給
で
は
な
い
の
か
。
真
に
「
沽
却
田
畠
」
は
、
売
買
所
領
一
般
を
さ
す
の
か
。

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、「
沽
却
田
畠
」
は
年
季
売
買
に
限
定
さ
れ
る
と
す
る
七

海
雅
人
の
指
摘
で
あ
る
。
問
注
所
が
発
給
し
た
【
史
料
1
】
は
、
年
季
売
買
の
案
件

で
あ
る
。
同
様
に
、
問
注
所
が
管
轄
し
た
売
買
所
領
相
論
の
史
料
と
し
て
七
海
が
あ

げ
た
事
例
も
、
す
べ
て
年
季
売
買
で
あ
る㉚
。

対
し
て
、
七
海
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、【
史
料
3
】
の
よ
う
な
執
権
・
連
署
発
給
の

買
得
安
堵
状
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
事
例
で
永
代
売
買
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
、
年

季
売
買
の
事
例
は
み
い
だ
せ
な
い
。
ど
う
し
て
年
季
売
買
に
関
す
る
裁
許
は
問
注
所

の
発
給
で
、
永
代
売
買
の
案
件
は
、
執
権
・
連
署
の
裁
許
な
の
か
。

筆
者
は
、
買
得
安
堵
、
す
な
わ
ち
御
家
人
私
領
の
永
代
売
買
に
対
す
る
幕
府
の
認
定

手
続
き
が
、
所
務
沙
汰
で
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
て
い
る
。

一
般
に
、
執
権
・
連
署
が
裁
許
状
を
発
給
す
る
の
は
、
所
務
沙
汰
で
あ
る
。
年
季

売
買
は
、
い
わ
ば
貸
し
借
り
、
永
代
売
買
は
、
完
全
な
る
所
有
権
の
移
転
に
ほ
か
な

ら
ぬ
。
年
季
売
買
こ
そ
が
雑
務
沙
汰
で
、
永
代
売
買
は
、
所
務
沙
汰
な
の
で
あ
る
。
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安
堵
と
裁
許
を
二
項
対
立
的
に
と
ら
え
た
り
、
売
買
貸
借
を
雑
務
沙
汰
と
決
め
つ

け
る
先
入
観
に
も
、
問
題
が
あ
り
そ
う
だ
。
い
ま
い
ち
ど
石
井
良
助
や
佐
藤
進
一
の

業
績㉛
に
ま
で
立
ち
か
え
り
、
政
所
・
問
注
所
・
引
付
、
所
務
・
検
断
・
雑
務
沙
汰
、

そ
し
て
、
安
堵
と
裁
許
、
と
い
っ
た
ご
く
基
本
的
な
問
題
に
つ
い
て
、
総
ざ
ら
い
に

検
証
す
べ
き
段
階
に
来
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

注①　
佐
藤
進
一
『
新
版　

古
文
書
学
入
門
』（
法
政
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
、
初
出

一
九
七
一
年
）。
近
藤
成
一「
文
書
様
式
に
み
る
鎌
倉
幕
府
権
力
の
転
回

―
下
文
の
変

質

―
」（
日
本
古
文
書
学
会
編
『
日
本
古
文
書
学
論
集　

5　

中
世
Ⅰ
』
吉
川
弘
文

館
、
一
九
八
六
年
。
初
出
一
九
八
一
年
）。
青
山
幹
哉
「「
御
恩
」
授
給
文
書
様
式
に
み

る
鎌
倉
幕
府
権
力
」（『
古
文
書
研
究
』
二
五
号
、
一
九
八
六
年
）。
な
お
、
下
文
に
つ
い

て
は
、佐
藤
秀
成
「
将
軍
家
下
文
に
関
す
る
一
考
察
」（
鎌
倉
遺
文
研
究
会
編
『
鎌
倉
遺

文
研
究　

Ⅰ　

鎌
倉
時
代
の
政
治
と
経
済
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
九
年
）
も
参
照
。

②　

た
だ
し
、【
Ⅰ
型
】
に
つ
い
て
は
、
下
文
に
引
き
つ
け
て
理
解
す
る
意
見
も
あ
る
。

【
Ⅰ
型
】
を
め
ぐ
る
諸
研
究
に
つ
い
て
は
、青
山
幹
哉
「「
御
恩
」
授
給
文
書
様
式
に
み

る
鎌
倉
幕
府
権
力
」（
前
掲
）
を
参
照
。

③　
「
山
形
大
学
所
蔵
中
条
家
文
書
」
元
久
二
年
二
月
二
二
日
、関
東
下
知
状
（『
鎌
倉
遺

文
』
三
巻
一
五
一
九
号
）。「
中
院
文
書
」
元
久
二
年
五
月
二
八
日
、
関
東
下
知
状
案

（『
鎌
倉
遺
文
』
三
巻
一
五
四
九
号
）。

　
　

時
政
期
の
文
書
に
つ
い
て
は
、杉
橋
隆
夫
「
鎌
倉
執
権
政
治
の
成
立
過
程

―
十
三

人
合
議
制
と
北
条
時
政
の
「
執
権
」
職
就
任

―
」（
日
本
古
文
書
学
会
編
『
日
本
古

文
書
学
論
集　

5　

中
世
Ⅰ
』﹇
前
掲
﹈。
初
出
一
九
八
一
年
）、
同
「
執
権
・
連
署
制

の
起
源

―
鎌
倉
執
権
政
治
の
成
立
過
程
・
続
論

―
」（
同
前
。初
出
一
九
八
〇
年
）、

湯
山
賢
一「
北
条
時
政
執
権
時
代
の
幕
府
文
書

―
関
東
下
知
状
成
立
小
考

―
」（
小

川
信
編
『
中
世
古
文
書
の
世
界
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
）
も
参
照
。

④　

義
時
期
の
発
給
文
書
に
つ
い
て
は
、湯
山
賢
一
「
北
条
義
時
執
権
時
代
の
下
知
状
と

御
教
書
」（
日
本
古
文
書
学
会
編
『
日
本
古
文
書
学
論
集　

5　

中
世
Ⅰ
』﹇
前
掲
﹈。

初
出
一
九
七
九
年
）、下
山
忍
「
北
条
義
時
発
給
文
書
に
つ
い
て
」（
安
田
元
久
先
生
退

任
記
念
論
集
刊
行
委
員
会
編
『
中
世
日
本
の
諸
相　

下
巻
』
吉
川
弘
文
館
、一
九
八
九

年
）
も
参
照
。

⑤　
『
集
古
文
書
』
元
久
元
年
一
二
月
一
八
日
、
関
東
下
知
状
写
（『
鎌
倉
遺
文
』
三
巻

一
五
〇
九
号
）。「
中
院
文
書
」
元
久
二
年
五
月
二
八
日
、
関
東
下
知
状
案
（『
鎌
倉
遺

文
』
三
巻
一
五
四
九
号
）。

⑥　

た
だ
し
、【
Ⅰ
型
】
の
う
ち
、
泰
時
Ⅰ
期
の
一
通
は
、
書
止
を
「
依
二
将
軍
家
仰
一
下

知
如
レ
件
」
と
す
る
唯
一
の
事
例
で
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
（「
吉
川
家
文
書
」
元
仁

二
年
正
月
一
日
、
関
東
下
知
状
案
﹇『
鎌
倉
遺
文
』
五
巻
三
三
三
五
号
﹈）。

⑦　
【
Ⅰ
型
】
の
確
実
な
終
見
は
、「
醍
醐
寺
文
書
」
寛
元
元
年
七
月
一
九
日
、
関
東
下
知

状
（『
鎌
倉
遺
文
』
九
巻
六
二
〇
四
号
）。
こ
れ
よ
り
年
記
の
下
る
四
通
は
、い
ず
れ
も

高
野
山
金
剛
三
昧
院
所
蔵
の
案
文
で
、別
個
の
検
討
を
要
す
る
（「
金
剛
三
昧
院
文
書
」

宝
治
元
年
八
月
一
七
日
、
関
東
下
知
状
案
﹇『
鎌
倉
遺
文
』
九
巻
六
八
七
一
号
﹈、
弘
安

四
年
七
月
一
六
日
、
関
東
下
知
状
案
﹇『
鎌
倉
遺
文
』
一
九
巻
一
四
三
六
八
号
﹈、
正
応

三
年
一
一
月
二
九
日
、
関
東
下
知
状
案
﹇『
鎌
倉
遺
文
』
二
三
巻
一
七
八
九
〇
号
﹈、
文

保
元
年
三
月
二
五
日
、
関
東
下
知
状
案
﹇『
鎌
倉
遺
文
』
三
四
巻
二
六
一
二
四
号
﹈）。

⑧　
「
小
早
川
家
文
書
」
寛
元
三
年
一
一
月
二
一
日
、関
東
下
知
状
写
（『
鎌
倉
遺
文
』
九

巻
六
五
七
七
号
）。
こ
れ
よ
り
年
記
が
下
る
【
Ⅱ
型
】
は
、三
通
の
み
で
あ
る
（「
円
覚

寺
文
書
」
弘
安
六
年
七
月
一
六
日
、関
東
下
知
状
﹇『
鎌
倉
遺
文
』
二
〇
巻
一
四
九
〇
八

号
﹈。「
金
剛
三
昧
院
文
書
」
弘
安
九
年
九
月
二
八
日
、
関
東
下
知
状
﹇『
鎌
倉
遺
文
』

二
一
巻
一
五
九
八
八
号
﹈。「
立
石
寺
文
書
」
正
慶
元
年
一
一
月
二
四
日
、関
東
下
知
状

写
﹇『
山
形
県
史　

資
料
篇
15
上　

古
代
中
世
史
料
1
』
立
石
寺
文
書
、
一
号
﹈）。
後

二
者
は
、
様
式
に
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

⑨　
「
北
島
家
文
書
」
元
久
二
年
四
月
二
二
日
、
関
東
下
知
状
（『
鎌
倉
遺
文
』
三
巻

一
五
三
二
号
）。「
尊
経
閣
古
文
書
纂
」
嘉
禄
元
年
一
二
月
一
五
日
、関
東
下
知
状
（『
鎌

倉
遺
文
』
五
巻
三
四
三
九
号
）。

⑩　

時
宗
Ⅱ
期
以
降
の
【
Ⅳ
型
】
で
「
可
早
…
…
事
」
以
外
の
事
書
形
式
を
と
る
の
は
、

冒
頭
を
「
奉
レ
寄
／
…
…
事
」
と
書
き
出
す
寄
進
状
二
通
と
、
幕
府
追
加
法
一
通
の
み

で
あ
る
（「
宮
成
家
文
書
」
永
仁
五
年
閏
一
〇
月
二
九
日
、関
東
下
知
状
案
﹇『
鎌
倉
遺

文
』
二
六
巻
一
九
五
一
五
号
﹈。「
肥
前
実
相
院
文
書
」
正
安
三
年
六
月
一
一
日
、関
東

下
知
状
案
﹇『
鎌
倉
遺
文
』
二
七
巻
二
〇
八
〇
三
号
﹈。『
新
編
追
加
』
永
仁
二
年
七
月

五
日
、
関
東
下
知
状
写
﹇『
鎌
倉
遺
文
』
二
四
巻
一
八
五
九
六
号
﹈）。

⑪　
「
山
内
首
藤
文
書
」
文
永
四
年
一
〇
月
二
七
日
、関
東
下
知
状
（『
鎌
倉
遺
文
』
一
三



三
九
六

684

巻
九
七
八
八
号
）。

⑫　
「
依
二
鎌
倉
殿
仰
一
下
知
如
レ
件
」
の
書
止
を
も
つ
「
日
御
碕
神
社
文
書
」
文
永
二
年

四
月
一
二
日
、
関
東
下
知
状
（『
鎌
倉
遺
文
』
一
三
巻
九
二
六
九
号
）
は
、
検
討
の
余

地
が
あ
る
。

⑬　

七
海
雅
人
「
鎌
倉
幕
府
の
安
堵
体
系
」（
同
『
鎌
倉
幕
府
御
家
人
制
の
展
開
』
吉
川

弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
。
初
出
一
九
九
七
〜
二
〇
〇
一
年
）。
以
下
、
七
海
の
見
解
は

こ
れ
に
よ
る
。

⑭　
「
鎌
倉
幕
府
追
加
法
」
七
〇
三
条
（
以
下
『
中
世
法
制
史
料
集　

第
一
巻　

鎌
倉
幕

府
法
』）。
師
時
Ⅰ
期
以
降
の
【
Ⅳ
型
】
の
譲
与
安
堵
状
は
、京
都
の
冷
泉
家
に
関
す
る

一
通
の
み
で
あ
る
（「
冷
泉
家
文
書
」
元
徳
元
年
一
〇
月
二
五
日
、関
東
下
知
状
﹇『
鎌

倉
遺
文
』
三
九
巻
三
〇
七
五
一
号
﹈）。

⑮　

近
藤
成
一
は
、
補
任
宛
行
や
譲
与
安
堵
に
際
し
て
、「
可
早
…
…
事
」
の
事
書
形
式

を
も
ち
「
依
二
鎌
倉
殿
仰
一
下
知
如
レ
件
」
と
書
き
止
め
る
下
知
状
が
、
鎌
倉
末
期
ま
で

用
い
ら
れ
た
と
す
る
が
（
同
「
文
書
様
式
に
み
る
鎌
倉
幕
府
権
力
の
転
回
」﹇
前
掲
﹈）、

実
際
の
書
止
は
「
依
レ
仰
下
知
如
レ
件
」
で
あ
る
。

⑯　

関
東
裁
許
状
の
事
書
に
つ
い
て
は
、近
藤
成
一
「
鎌
倉
幕
府
裁
許
状
の
事
書
に
つ
い

て
」（
皆
川
完
一
編
『
古
代
中
世
史
料
学
研
究　

下
巻
』
吉
川
弘
文
館
、一
九
九
八
年
）、

熊
谷
隆
之
「
六
波
羅
に
お
け
る
裁
許
と
評
定
」（『
史
林
』
八
五
巻
六
号
、
二
〇
〇
二

年
）。
な
お
、
関
東
裁
許
状
の
書
止
文
言
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
瀬
野
精
一
郎
「
鎌
倉

幕
府
裁
許
状
の
分
析
」（
同
『
鎌
倉
幕
府
と
鎮
西
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
。
初

出
一
九
六
八
年
）
に
も
言
及
が
あ
る
。

⑰　

な
お
、
検
断
沙
汰
の
裁
許
状
が
御
教
書
の
様
式
を
と
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
新
田

一
郎
「
検
断
沙
汰
の
成
立
と
検
断
シ
ス
テ
ム
の
再
編
成
」（
西
川
洋
一
他
編
『
罪
と
罰

の
法
文
化
史
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
）、
熊
谷
隆
之
「
守
護
代
・
使
節
・

検
断
沙
汰

―
摂
津
国
長
洲
荘
悪
党
関
係
史
料
の
分
析
か
ら

―
」（
勝
山
清
次
編『
南

都
寺
院
文
書
の
世
界
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
七
年
。
初
出
二
〇
〇
六
年
）。
鎌
倉
幕

府
の
御
教
書
に
つ
い
て
は
、熊
谷
隆
之
「
御
教
書
・
奉
書
・
書
下

―
鎌
倉
幕
府
に
お

け
る
様
式
と
呼
称

―
」（
上
横
手
雅
敬
編
『
鎌
倉
時
代
の
権
力
と
制
度
』
思
文
閣
出

版
、
二
〇
〇
八
年
）
を
参
照
。

⑱　

関
東
裁
許
状
の
日
付
に
つ
い
て
は
、近
藤
成
一
「
鎌
倉
幕
府
裁
許
状
の
日
付
」（『
鎌

倉
遺
文
研
究
』
四
号
、
一
九
九
九
年
）。

⑲　

佐
々
木
銀
弥「
鎌
倉
幕
府
の
御
家
人
所
領
政
策
に
つ
い
て

―
買
得
私
領
安
堵
の
下

知
状
給
付
を
め
ぐ
っ
て

―
」（
日
本
古
文
書
学
会
編
『
日
本
古
文
書
学
論
集　

5　

中
世
Ⅰ
』﹇
前
掲
﹈。
初
出
一
九
七
五
年
）。

⑳　
「
武
沢
文
書
」
元
応
元
年
五
月
二
三
日
、関
東
問
注
所
所
司
等
連
署
下
知
状
（『
鎌
倉

遺
文
』
三
五
巻
二
七
〇
四
四
号
）。

㉑　
「
立
川
市
立
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
立
川
氏
文
書
」
嘉
暦
四
年
八
月
七
日
、
関
東
下

知
状
（
峰
岸
純
夫
「
立
川
氏
文
書
に
つ
い
て
」﹇
同
『
中
世
東
国
の
荘
園
公
領
と
宗
教
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
。
初
出
二
〇
〇
五
年
﹈）。

㉒　

問
注
所
の
裁
判
管
轄
と
雑
務
沙
汰
に
つ
い
て
は
、佐
藤
進
一
『
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度

の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
、
初
出
一
九
四
三
年
）。

㉓　
「
立
川
市
立
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
立
川
氏
文
書
」
文
保
二
年
一
二
月
一
〇
日
、
関

東
下
知
状
（
峰
岸
純
夫
「
立
川
氏
文
書
に
つ
い
て
」﹇
前
掲
﹈）。

㉔　

石
井
良
助
『
中
世
武
家
不
動
産
訴
訟
法
の
研
究
』（
弘
文
堂
書
房
、
一
九
三
八
年
）。

㉕　
『
沙
汰
未
練
書
』
御
下
知
条
（『
中
世
法
制
史
料
集　

第
二
巻　

室
町
幕
府
法
』）。

㉖　
「
武
沢
文
書
」
文
保
二
年
四
月
二
八
日
、
関
東
下
知
状
（『
鎌
倉
遺
文
』
三
四
巻

二
六
六
五
一
号
）。

㉗　
「
鎌
倉
幕
府
追
加
法
」五
六
七
条（『
中
世
法
制
史
料
集　

第
一
巻　

鎌
倉
幕
府
法
』）。

㉘　

牧
健
二
『
日
本
封
建
制
度
成
立
史
』（
弘
文
堂
書
房
、
一
九
三
五
年
）。
笠
松
宏
至

「
安
堵
の
機
能
」（
同
『
中
世
人
と
の
対
話
』
東
京
大
学
出
版
会
、一
九
九
七
年
。
初
出

一
九
八
六
年
）。

㉙　

大
山
喬
平
編
『
中
世
裁
許
状
の
研
究
』（
塙
書
房
、
二
〇
〇
八
年
）。

㉚　
「
金
沢
文
庫
古
文
書
」（
元
亨
三
年
）、尼
常
阿
代
勝
智
申
状
案
（『
鎌
倉
遺
文
』
三
七

巻
二
八
六
三
〇
号
）。「
金
沢
文
庫
古
文
書
」（
元
亨
三
年
）、
崇
顕
北
条
貞
顕

代
円
信
陳
状
案

（『
鎌
倉
遺
文
』
三
七
巻
二
八
六
三
一
号
）。

㉛　

石
井
良
助
『
中
世
武
家
不
動
産
訴
訟
法
の
研
究
』（
前
掲
）。
佐
藤
進
一
『
鎌
倉
幕
府

訴
訟
制
度
の
研
究
』（
前
掲
）。

【
付
記
】
本
稿
は
、
二
〇
一
〇
〜
一
一
年
度
・
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
・
若
手
研
究

（
Ｂ
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
富
山
大
学
人
文
学
部
准
教
授
）


